
1

平成28年8月17日

独立行政法人日本スポーツ振興センター

スポーツ振興事業部

スポーツ振興くじ助成について

資料４
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スポーツ振興くじ（toto）について

【日本のすべてのスポーツのために】
スポーツ振興くじは、子どもからお年寄りまで、誰もが身近にスポーツに親しめる環境整備や、競技水準の向上

のための環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施するため、その財源確保の手段として導入されたものです。
独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）では、スポーツ振興くじの収益をもとに、地方公共団体及びス

ポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする以下の事業に対して「スポーツ振興くじ助成金」によるスポーツ振
興事業助成を平成14年度から実施しています。

① 国際的又は全国的規模のスポーツの競技会等を開催するための大規模スポーツ施設の整備事業
② 地域における身近なスポーツ施設の整備事業
③ 地域におけるスポーツ活動の拠点であり地域住民の交流の場となる「総合型地域スポーツクラブ」の創設及
び活動事業

④ 地方公共団体が地域住民等を対象に、スポーツの参加とその継続を促進するために行う事業
⑤ スポーツ団体が、中央レベルから地域レベルまで一体となって、将来性を有する競技者を組織的・継続的に
発掘、育成を行う事業

⑥ 我が国において国際的な規模のスポーツの競技会を開催する事業
⑦ 東日本大震災の被災地でのスポーツ振興に係る復旧・復興支援事業
⑧ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に係る事業
⑨ スポーツ団体が、スポーツの振興のために行う事業

これらの事業は、いずれも我が国のスポーツの振興を図る上で重要な事業であり、スポーツ振興くじ助成金は、
地域やスポーツ団体の運動・スポーツ活動を支援することで、これら事業の実施がますます推進され、豊かなス
ポーツ環境の整備に寄与するものです。
スポーツ振興くじ助成金を活用したスポーツ振興事業助成を推進するため、多くの皆様からスポーツ振興くじ

（toto）に対する御理解と御協力をいただけるよう努めてまいります。
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総合型地域スポーツクラブ活動助成について
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総合型地域スポーツクラブ活動助成①

地域住民が自主的・主体的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」の創設、活動事業等に対して助成することにより、地域に

おけるスポーツ活動の拠点であり地域住民の交流の場となる総合型地域スポーツクラブの創設及び育成の促進を図ることを目的と

します。
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総合型地域スポーツクラブ活動助成②

東日本大震災復旧・復興支援助成
東日本大震災で被害を受けた総合型地域スポーツクラブの活動に対して助成することにより、被災地における総合型地域スポー

ツクラブの復旧・復興及び地域のスポーツ環境の充実を図ることを目的としています。



6

スポーツ振興くじ助成金交付対象事業の変遷
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スポーツ振興くじ助成金交付対象事業の変遷（平成14～27年度）

平成

14年 15年 16年 17年 18年 19年 21年20年 22年 23年 24年 26年25年 27年

販売開始(平成18年9月～)

総合型地域スポーツクラブ

創設支援事業

総合型地域スポーツクラブ

創設事業

総合型地域スポーツクラブ

自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ

活動基盤強化事業

総合型地域スポーツクラブ

マネジャー設置支援事業

総合型地域スポーツクラブ

マネジャー設置事業

広域スポーツセンター

指導者派遣等事業

クラブアドバイザー配置

事業

平成24年度

交付で終了

スポーツ立国戦略に掲げられた
「新しい公共」を担うコミュニティ
スポーツクラブの推進に対応
するため、自立支援事業・活動
基盤強化事業から分離・独立
させ、新たに「クラブマネジャー
設置（支援）事業」を創設

市町村のニーズを踏まえ、
「市町村が総合型クラブの創設に
関する活動を行う事業」を新たに
助成対象とすることとし、「クラブ
創設事業」を創設

前年の売上実績が
伸びず助成財源が
確保できなかったため、
本事業については
募集を行わなかった

創設支援事業と同じ

総合型クラブの創設から自立・活動までを一体的に
アドバイスできる人材の配置への支援を目的として
「クラブアドバイザー配置事業」を創設
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総合型地域スポーツクラブ活動助成交付額の推移（平成14～27年度）
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総合型クラブを取り巻く状況と課題
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総合型クラブを取り巻く状況と課題

・平成２７年度現在、クラブ育成率が
８０．８％である。

・全国共通の基準が無いため、総合型地域
スポーツクラブの理念を十分に理解した
組織・運営体制となっていない団体が
見受けられる。

・ガバナンス能力や会計処理能力が
欠如している 団体が見受けられる結果、
不適切・不適当な経理が散見される。

・助成期間終了後にクラブマネジャーや
指導者の賃金・謝金の削減、設置解消等
を行うクラブが散見される。

取り巻く状況

これまでのクラブ育成率を踏まえて、

助成の在り方を検討することが必要。

総合型地域スポーツクラブか否かの

判断が難しい団体の申請が増えている

ことから、助成要件等の整理が必要。

ガバナンス能力や適切な会計処理を

推進することが必要。

総合型地域スポーツクラブの自立に

つながる助成制度とすることが必要。

課題


